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地方独立行政法人京都市立病院機構中期目標骨子案（たたき台） 
 

地方独立行政法人京都市立病院機構中期目標（素案） 
 

前文 

 
前文 

 
 
 
 
 
 
 
 
○  医療を取り巻く環境の変化 
・ 人口構造，食生活や運動習慣等の生活習慣の変化による疾病構造の変化 
・ 医療技術の専門化・高度化 
・ 患者の医療に対する意識の変化 
・ 医師，看護師の不足，診療科や地域による偏在 
・ 増大し続ける医療費負担，診療報酬の動向 
・ 少子高齢化や経済成長の鈍化による公共の財政負担能力の低下 
・ 医療費負担の透明化・効率化の必要性 

○  医療圏における特徴 
・ 二次医療圏の特徴 
・ 京都市の特徴 
・ 京北地域の特徴 

○  これまでの市立病院・京北病院の役割 
 
 
 
 
 
○  今後，市立病院・京北病院が果たすべき役割 

 

 
今般，京都市においては，医療を取り巻く状況やこれまで京都市立病院（以下「市立病院」

という。）及び京都市立京北病院（以下「京北病院」という。）が果たしてきた役割を踏まえ，

今後，両病院がその役割をより効果的かつ効率的に果たせるよう，両病院を運営する地方独立

行政法人京都市立病院機構（以下「法人」という。）を設立することとした。 
この中期目標は，法人が病院事業を実施するに当たって達成すべき業務運営に関する目標と

して，地方独立行政法人法に基づき，市会の議決を得て定めたものであり，法人においては，

この中期目標を着実に達成するよう，京都市長として指示する。 
 

１ 医療を取り巻く環境 
わが国においては，高齢化，生活習慣や食生活の変化に伴い，がん，心疾患，脳血管疾患，

糖尿病等の生活習慣病が増加するなど，疾病構造が大きく変化してきている。 
このように医療需要が変化・多様化し，医療の専門化・高度化が進むとともに，患者の側に

おいては，情報技術の進歩による知識の普及に伴い，その意識が変化し，自ら選択してより良

質な医療を受けたいというニーズが高まってきている。 
一方で，全国的な医師，看護師の不足及び診療科や地域による医師の偏在により，多くの医

療機関で職員の確保が課題となっている。また，増加し続ける医療費の負担の観点からは，国

民や保険者のみならず，国や地方自治体の財政負担も限界に達しつつある中で，医療機関には

より透明性が高く，効率的な医療の提供が求められている。 
 
２ これまでの市立病院及び京北病院の役割 

市立病院及び京北病院は，これまで感染症医療，災害時医療，へき地医療等公共上の見地か

ら必要な医療であって，民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがある医

療（以下「政策医療」という。）並びに高度の専門的知識及び技術に基づく医療の提供，地域

医療の支援等の役割を果たしてきた。 
 
３ 市立病院及び京北病院が果たすべき役割 
⑴ 市立病院 

政策医療の拠点として，また，生活習慣病を中心とした高度急性期医療を提供する地域の

中核病院としての役割を引き続き適切に担うため，政策医療の安定的かつ継続的な提供，高

度急性期医療の更なる充実及び地域医療連携の推進を図る必要がある。併せて，経営改善を

推進し，経営の健全化に取り組む必要がある。 
⑵ 京北病院 

先行地方独立行政法人中期目標 ボリューム 
京都市    約８，７００字 
神戸市    約６，４００字 
福岡市    約３，６００字 
大阪府    約７，０００字 
国立病院機構 約５，８００字 

議題資料 



2 
 

広大な地域内に集落が散在し，医療機関へのアクセスが悪い京北地域における唯一の病

院であり，今後の地域振興を考えていく上でも必要な社会資源である。このため，診療体

制の確保に努め，引き続き初期救急医療をはじめ，身近なかかりつけ医として，地域で医

療・保健・福祉サービスを提供する様々な社会資源との連携を図りつつ，地域の住民の健

康を支えていく必要がある。 
 

地方独立行政法人による病院運営 

 
第１ 地方独立行政法人による病院運営 

 
○  病院事業の経営形態の変革に係る京都市の考え方 
○  地方独立行政法人による病院運営において京都市及び法人が果たすべき役割 

 

１ 地方独立行政法人化によって目指すもの 
 病院事業は，これまでの地方公営企業法の一部適用の下においても企業の経済性の発揮と

公共の福祉の増進の両立に努めてきた。しかし，職員の定数管理や採用，組織，給与その他

の勤務条件等について地方自治法や地方公務員法等の制約があること，単年度予算主義であ

り，また，予算編成等に相当の期間を要するため，財務的な対応をタイムリーに行うことが

できないこと，業務委託や調達に関して，単年度での契約が原則であり，費用が削減しにく

い面があることなど，医療を取り巻く環境の変化に迅速かつ柔軟に対応していくことが難し

い構造的な要因があり，最適の経営形態ではなかった。 
病院事業の地方独立行政法人化は，迅速な意思決定による自律的かつ弾力的な経営が可能

であるという利点を活かし，両病院の役割をより的確に果たしていくことを目的として行う

ものである。  
２ 経営形態の変革に係る考え方 
⑴ 病院事業を実施する地方独立行政法人を設立することは，昭和４０年の市立病院の開設

 以来初めての抜本的な経営形態の変革である。また，京都市として初めての地方独立行政

法人の設立であり，市民に対して，この手法により効果的かつ効率的な行政サービスを提

供するモデルケースとなる。法人の設立後は，良質な医療を提供し続けるための基礎とな

る経営基盤を固めることが重要であり，病院経営に不可欠な長期貸付金や運営費交付金に

ついては，京都市が適切に措置していく。 
⑵ 法人は，市民の健康の保持に寄与することを目的としており，その業務は，十分な説明

と情報に基づいた市民の理解と納得の下で運営する必要がある。 
 

第１ 中期目標の期間 

 
第２ 中期目標の期間 

 
法律上は３年から５年の範囲で各自治体が定める。 

○  先行事例の中期目標期間 
目標期間 自治体名 

３年 なし 

４年 山形県・酒田市，宮城県，東京都， 
福岡市，佐賀県，那覇市 

中期目標の期間は，平成２３年４月１日から平成２７年３月３１日までの４年間とする。 

意見 
独法の狙いは何なのか，アカンタビリティが弱いのではないか。 
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５年 
秋田県，神奈川県，山梨県，長野県，

岐阜県，静岡県，岡山県，大阪府，

神戸市，（国立病院機構） 

（６年） （国立大学法人京都大学）， 
（京都府公立大学法人） 

（都道府県，政令指定都市，都道府県庁所在地及び国立病院機構，国立大学法人京都大学，

京都府公立大学法人のみを記載） 
 

○  都道府県，政令指定都市，都道府県県庁所在地の自治体の例を見ると，目標期間の設定は，

４年か５年となっている。 
 
第２ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 
第３ 市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 
１ 市立病院が提供するサービス 
（１） 感染症医療 

・  感染症指定医療機関としての新興感染症等に対する先導的，中核的な役割 
 
 
 
 
 
 
（２） 大規模災害・事故対策 

・  地域災害拠点病院としての役割 
・  ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の整備とその訓練・経験の活用 
・  京都市地域防災計画に基づく対応 

（３） 救急医療 
・  小児医療を含めた３６５日２４時間の救急医療の円滑な実施 
・  新棟において大きく充実する救急医療機能の活用 

 
 
 
 
 
 
（４） 地域周産期母子医療センター 

・  周産期医療システムの一翼を担う地域周産期母子医療センターとしての役割 

１ 市立病院が提供するサービス 
⑴ 感染症医療 

前身である伝染病院の時代からの長き伝統の上に立ち，平成２１年の新型インフルエンザ

発生時には，いち早く発熱外来を開設するとともに，初期には市内の大部分の患者の診療を

担った。この経験と実績を踏まえ，国際観光都市でもある京都市において，既存の感染症の

みならず，新型インフルエンザなどその発生が市民のいのちと健康はもとより市民生活全般

や都市機能にも大きな影響をもたらす新たな感染症への対応においては，感染症指定医療機

関として先導的かつ中核的な役割を果たすこと。 
 
⑵ 大規模災害・事故対策 

地域災害拠点病院として，大規模な災害や事故の発生に備え，必要な人的・物的資源を整

備すること。また，十分な訓練を行い，京都市地域防災計画に基づき必要な対応を迅速に行

うこと。 
⑶ 救急医療 

ア 関係機関との連携及び役割分担を踏まえ，より多くの救急搬送を受け入れ，３６５日２

４時間入院を必要とする患者に円滑に対応すること。 
イ 市立病院整備運営事業により建設する新棟において飛躍的に充実する救急医療機能を

遺憾なく発揮できるよう，医師等の人的資源を確保し，三次救急医療を担う救命救急セン

ターを補完する役割を担うこと。 
ウ 小児救急医療については，３６５日２４時間小児科医師を配置し，患者を受け入れてき

た。この実績を踏まえ，初期救急医療を担う急病診療所や二次救急医療を担う他の病院群

輪番制病院との適切な役割分担の下，入院を必要とする小児を積極的に受け入れること。

⑷ 周産期医療 
京都府内の周産期医療システムの一翼を担う地域周産期母子医療センターとして，関係機

意見 
民間病院ではできないような具体的な救急医療や高度医療を法人に実施させるべき。 

意見 
京都市としての特色を出していく必要がある。 
（以下波線部分に京都市としての特色を記載） 
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（５） 高度専門医療 
  ア 地域医療支援病院 

・ 地域医療支援病院として地域の医療機関との適切な役割分担による地域の医療水準の向

上への寄与 
・ 地域医療連携クリニカルパスの充実・活用 
・ 地域の医療従事者向けの研修や症例検討会などの積極的な支援 
・ 登録医の増加や紹介率・逆紹介率の向上 
イ 地域がん診療連携拠点病院 
（ア）市立病院におけるがん治療の充実 

・  検査機器の整備や病理診断の質の確保による適切な診断 
・  外科的手術，放射線治療，化学療法，血液がんに対する造血幹細胞 移植や緩和ケ

ア（緩和ケア病床や緩和ケア外来の設置など）などの集学的治療 
・  強みを有する放射線治療分野の更なる充実 
 

  （イ）地域におけるがん治療の充実 
・ 地域がん診療連携拠点病院としての地域のがん診療の質の向上への貢献 
・ 保健所等との連携によるがんに関する知識の普及啓発・予防の取組への協力 
 

  ウ 生活習慣病への対応 
（ア）心臓・脳・血管病センター 

・ 「心臓・脳・血管病センター（仮称）」の設置 
 
 
 
 
 
 
・ 適切な急性期リハビリテーションの実施 

    
 
 
 

（イ）糖尿病治療 
    ・ 糖尿病患者に対する徹底した食事・運動指導等の更なる充実 
 

関との役割分担を踏まえ，合併症妊娠・分娩やハイリスク妊娠に対しても，母子ともに安全

な分娩管理を行い，他の医療機関からの母体搬送も受け入れること。 
⑸ 高度専門医療 

  ア 地域医療支援病院としての取組 
地域のかかりつけ医等との適切な役割分担の下，高度急性期医療を担うこと。また，地

域の医療従事者向けの研修を実施するなど，地域の医療機関を積極的に支援することによ

り，地域医療支援病院として地域の医療水準の向上に寄与すること。 
 
 

イ 地域がん診療連携拠点病院としての取組 

(ｱ)  検査機器の整備や病理診断の質の確保により，がんについて適切な診断を行うこと。

また，最適な治療を行えるよう外科的手術，放射線治療，化学療法，血液がんに対する

造血幹細胞移植，緩和ケアの提供等幅広いがん治療の提供体制を確保すること。 

(ｲ) 放射線治療の分野においては，市内でも数少ない最新の機器による高精度体外照射，

腔内照射をはじめとする幅広い手法による高い実績を生かし，これまで以上に充実した

がん治療を行うこと。 

(ｳ) 他のがん診療連携拠点病院や高度専門医療機関，地域の医療機関等との連携を強化す

ることにより，京都市におけるがん診療の質の向上に貢献するとともに，京都市のがん

予防の取組に必要な協力を行うこと。 
 

  ウ 生活習慣病への対応     
(ｱ) 心臓・脳・血管病センターの設置 

心疾患や脳血管疾患に関連する既存の診療科が有機的に連携して総合的な診療体制を

構築することにより，迅速かつ高度なチーム医療を提供する心臓・脳・血管病センター

を設置すること。 
集中的な治療期を経過した患者には適切な急性期リハビリテーションを行うととも

に，転院後の効果的な回復期リハビリテーションへの引き継ぎや早期の社会復帰につな

げるように努めること。 
 
 
 
 
    

(ｲ) 糖尿病治療 
徹底した食事・運動指導等，極めて高く評価され，日本全国や海外からも患者を受け

入れている実績を生かし，眼，腎臓等の合併症を防ぎ，生活の質を低下させないための

糖尿病治療に取り組むこと。      

意見 
 救急体制と連携し，心臓血管外科まで備えたものにしていくのかなど，具体的な内容

を明記すべきである。 
 また，救急医療を提供していくためには，十分な人的な体制を確保しなければ，施設

が無駄になってしまう。 

意見 
 急性期リハビリテーションを市立病院が担うのであれば，市立病院退院後の回復期リ

ハビリテーションを担う転院先医療機関を十分確保する必要がある。 
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エ 小児医療 

・ ＮＩＣＵ（新生児特定集中治療室）やＧＣＵ（回復期治療室）の設置 
・ 本市における小児救急医療体制の確保への貢献 
・ 二次救急医療を担う他の病院群輪番制病院との適切な役割分担 
・ 三次救急医療を担う救命救急センターを補完する役割 

 
 
オ 看護師養成事業への協力 
 
 
 
 
カ 保健衛生行政 

・ 保健医療に関する相談 
・ 福祉施策に関する相談 
・ 医療費支払などの経済問題に関する相談 

キ 専門外来 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 京北病院が提供するサービス 
（１） へき地医療 

・  地域の医療ニーズの変化に見合った，入院・外来医療体制の確保 
・  国の制度改正に伴う介護療養病床廃止への対応（医療施設審議会へ諮問中） 
・  医療療養病床における医療必要度の低い患者の増加への対応と入院医療を必要とする患

者への配慮 
・  地域住民の京北病院へのアクセスの確保 
・  在宅医療の提供 

（２） 救急医療 
・  京北地域における唯一の救急告示病院としての初期救急医療の提供 

 
エ 小児医療 
(ｱ) 低出生体重児等の割合の増加に対応するため必要な設備及び診療体制を充実し，他の

医療機関とも連携することにより，安心して子供を産み育てられる医療体制の一翼を担

うこと。 

(ｲ) 京都市内の小児科では２箇所のみである骨髄移植推進財団の認定施設として，引き続

き白血病等の血液がんに対する造血幹細胞移植を実施すること。 
 
オ 専門外来 

現在実施している専門外来（女性総合外来，男性専門外来，緩和ケア外来，セカンドオ

ピニオン外来など）の実績を踏まえ，医療の進歩や市民ニーズの変化に合わせて，必要な

専門外来を開設するなど的確な対応を図ること。 
 
⑹ 看護師養成事業への協力 

高度化，複雑化，専門化する医療に適切に対応できる看護師の確保は，重要である。した

がって，貴重な臨床実習の場として，京都市内の看護師養成機関による看護師の養成に協力

すること。 
 
⑺ 保健福祉行政への協力 

保健医療，福祉施策，医療費支払などの経済問題に関する相談に応じ，京都市が実施する

医療・保健・福祉施策の実施に協力すること。 
 
 ⑻ 疾病予防の取組 
  ア 健診センターにおいて，特定健診を中心とした人間ドック及び特定保健指導を引き続き

行うこと。 
  イ インフルエンザワクチン等の予防接種及び健康教室を引き続き行うこと。 
 
２ 京北病院が提供するサービス 
⑴ へき地医療 

ア 京北地域における人口の動向や高齢化の進展などによる疾病構造や地域の医療ニーズ

の変化を踏まえた適切な入院・外来診療体制を確保すること。 
イ 京北病院へのアクセスの確保に取り組むとともに，通院が困難な患者に対しては，訪問

診療，訪問看護など，在宅医療の提供を適切に行うこと。 
⑵ 救急医療 

京北地域における唯一の救急告示病院として，初期救急医療を提供する役割を的確に果た

すこと。また，高度な医療を要する患者については，市内中心部の高度急性期医療機関へ転

送すること。 

意見 
 看護師養成事業への協力の視点を重点的に深めてほしい。 
 （全体に対する意見として）網羅的に記載するのではなく，記載を重点化すべき。 

意見 
 専門外来について，もう少し具体的に記載してほしい。 
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（３） 介護サービスの提供 
  ア 施設介護サービスの提供 
 
 
  イ 居宅介護サービスの提供 
 
 
（４） 医療・保健・福祉のネットワークの構築 

・  京北病院の機能や取組についての周知・広報 
・  地域組織等と協力した事業の実施 
・  地域で医療・保健・福祉サービスを提供する様々な社会資源との連携 

 
 

３ 地域の医療機関との連携により地域全体で市民のいのちと健康を支える仕組みづくり 
・  市立病院と京北病院の連携 
・  他の病院や診療所，介護サービス事業所等及び保健所や福祉事務所等との連携 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 医療の質，サービスの質の向上に関する事項 
（１） 医療の質の向上に関すること 

・  医学の進歩に対応するための職員研修などの常に高度かつ標準的な医療提供への取組 
・  高度な医療機器の充実 
・  医療の質に関する客観的な指標の分析・公表 
・  クリニカルパスの充実と活用 
・  外部の評価機関の活用 
・  科学的な根拠に基づいた医療の提供 
・  患者が自ら納得・選択して自分に合った医療を受けられる権利の保障 

（２） 安全で安心できる市民生活を支える医療提供に関すること 
・  医療安全に係るマニュアルや組織の整備 

⑶ 介護サービスの提供（京都市医療施設審議会において審議中） 
  ア 施設介護サービスの提供 

施設介護サービスへのニーズの増加に対応するため，療養病床から転換した介護老人 
保健施設を適切に運営すること。 

  イ 居宅介護サービスの提供 
通院が困難な者に対して，そのニーズに対応した居宅介護サービス（訪問看護，訪問リ

ハビリテーション等）を提供すること。 
⑷ 医療・保健・福祉のネットワークの構築 

ア 地域の住民の協力を得て，京北病院の機能や取組についての周知に努めること。また，

地域に密着した事業を充実し，積極的に地域への浸透を図ること。 
イ 医療・保健・福祉サービスを提供する京北地域内の様々な施設とのネットワークにおい

て重要な役割を果たすこと。 
 

３  地域の医療機関との連携の推進 
⑴ 医師不足の問題に見られるように，地域の医療資源は限られているため，医療機関の機能

に応じた適切な役割分担と連携により，医療資源を最大限有効に活用していくことが非常に

重要である。 
⑵ 市立病院は，地域のかかりつけ医等から入院や手術を必要とする急性期の患者の紹介を受

け，高度医療を提供するとともに，回復期や慢性期となった患者については，かかりつけ医

等への逆紹介や患者の状態に適した医療機能を有する病院への転院により，地域の医療機関

全体で適切な医療を提供すること。 
⑶ 京北病院は，医療・保健・福祉サービスを提供する様々な施設や市立病院との緊密な連携

を図り，地域医療連携の中心的役割を果たすこと。 
 
 
 

４ 医療の質及びサービスの質の向上に関する事項 
 ⑴ 患者の視点，患者の利益の優先 
   患者の視点，患者の利益を最優先にしながら，医療の質及びサービスの質の向上を図るこ

と。 
⑵ 医療の質の向上に関すること 

ア 医学の進歩による医療の高度化及び複雑化に対応して，常に高度かつ標準的な医療を提

供することができるよう，医療専門職の知識・経験の向上を図ること。 
イ 高度な医療を提供するために必要となる機器及び設備の計画的な充実に努めること。 
ウ 医療の質に関する客観的なデータの収集，他の医療機関とのデータによる比較分析など

を通じて，常に科学的な根拠に基づいた質の高い医療を提供すること。 
エ 医療の質に関する客観的なデータや外部の評価機関の評価結果の公表により，患者が自

意見 
地域の他の病院や診療所等との適切な役割分担のもと，市立病院は，他の民間病院に

はできない政策医療を担うという地域医療連携の考え方に基づく機能分化，機能の重点

化が重要であることについて，重点的に記載すべきである。 
 
 現状の市立病院は外来患者１人当たりの単価が低く，入院についても平均在院日数が

長い状況にあり，今後，地域医療連携の推進により，高度急性期医療を提供する医療機

関としての役割を果たしていきたい。 
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・  医療現場で発生した問題の組織的な収集分析，改善策の検討・実施 
・  インシデント・アクシデントの公表 
・  患者が安全な医療を安心して受けられる風土づくり 

（３） 患者サービスの向上に関すること 
・  良質な医療技術の提供 
・  温かく心のこもった医療・看護の提供，職員の接遇・応対の一層の向上 
・  施設面での快適性や利便性の高い療養環境の提供などユニバーサルデザインの考え方に

基づくあらゆる人が利用しやすい建物づくり 
・  待ち時間の短縮 
・  民間のノウハウを活用した業務運営 
・  定期的な患者アンケートの実施 
・  患者満足度の向上 

 
 
 
 
５ 適切な患者負担についての配慮 
・  適切な料金設定や減免に関する規定の作成 
 
 
 

ら納得し，選択して自分に合った医療を受けられる権利を保障すること。 
⑶ 安全で安心できる医療の提供に関すること 
ア 医療安全に係る組織やマニュアルを不断に見直すことにより医療安全体制を強化するこ

と。 
イ インシデント及びアクシデントを公表する取組を推進し，医療安全の風土づくりを進め

ること。 
⑷ 患者サービスの向上に関すること 

ア 温かく心のこもった職員の接遇・応対の一層の向上を図ること。 
イ 施設面での快適性や利便性の確保，待ち時間の短縮などにより，患者が納得し，快適に

医療サービスを受けられるよう努めること。 
ウ 患者満足度を客観的に把握したうえで，必要な改善策を講じ，患者サービスの向上を図

ること。 
⑸ 情報通信技術の活用 

常に電子カルテを含めた総合情報システムの改良に努めることにより，医療の質や患者サ

ービスの向上を図ること。 
 
５ 適切な患者負担についての配慮 

誰もが公平な負担で，必要かつ十分な医療を受けることができるよう，適切な料金に関する

規程を定め，適正にこれを実施すること。 
 

 
第３ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 
第４ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

 
１ 効率性の高い業務執行組織の構築 
 
・   理事会や幹部職員で構成する会議による合理的・効率的な意思決定 
・   専門的な知識や能力を有する職員により構成する企画・戦略部門の設置 
・   地域医療連携室の機能強化 
・   各種業務委員会の活用 
・   監事や会計監査人による実効性の高い監査業務の実施体制の確保 

 
 
 
 
 
 
 

１ 業務運営の改善に係る仕組みづくり 
⑴ 病院全体として，医療の質や患者サービスを向上させるため，常に患者，市民，職員等の

意見を取り入れ，ＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ（計画）－Ｄｏ（実行）－Ｃｈｅｃｋ（評価）－Ａｃ

ｔｉｏｎ（処置））サイクルを確実に実行すること。 
⑵ 各部門においても，より迅速にそれぞれのＰＤＣＡサイクルが実行されるよう，業務改善

に係る企画と実行の権限と責任を職員に与え，一人一人の業務改善に係る努力と実績を適切

に評価することにより，積極的な経営参画意識と志気を高め，業務改善が常に実行される風

土を醸成すること。 
 
２ 迅速かつ的確な意思決定を行うことができる組織の構築 
⑴ 迅速かつ的確に意思決定し，これを着実に実施することができる簡素で効率的な組織を構

築すること。 
⑵ 各部門からの迅速で的確な報告及び提案を経営戦略へ高めていくことができるよう，第一

線を担う職員と意思決定を行う役員及び職員との意思疎通の円滑化を図ること。  

意見 
利用者からの声をフィードバックし，改善することが必要 
業務改善について，企業で言えば無駄をいかに省くかである。事務のスリム化に手を

つける等，組織に対する力点が必要と思う。 

意見 
 重要な視点である。 
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２ 医療専門職の確保とその効率的な活用 
・  高度急性期医療を担う市立病院での専門性の高い医師の確保 
・  京北病院における地域包括ケアを担うことができる医師の確保 
・  チーム医療の推進による医療職種間の適切な役割分担と連携 
・  医師事務作業補助職員の増員などによる医師の負担軽減とこれによる本来業務へ集中でき

る環境の整備 
・  夜間における適切な看護師配置を含む必要な看護師数の確保 
・  看護職員の専門性の確保 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 人材育成 
・  法人が地域医療に貢献するうえで必要となる専門知識・技術・使命感を持った職員の育成

を計画的，効率的に進める体制の構築 
・  研修の充実等による医療従事職員の専門知識・技術の向上 
・  診療報酬制度や医療保険制度など，病院事務に必要な専門的知識，経験を有する事務職員

の育成確保 
・  他の公的病院，民間病院等との人事交流を通じた専門的な知識や経験の蓄積 

⑶ 専門知識や高い能力を有する職員により構成する企画戦略部門を充実すること。 
⑷ 法人の決定事項を各部門や各職員に明確な指示として的確に伝達し，その実施状況を適切

に評価することができるよう，指揮命令系統を明確にしておくこと。 
⑸ 監事及び会計監査人がより実効性の高い監査を行うことができる態勢を構築すること。 

 
 
 
３ 医療専門職の確保とその効率的な活用 
⑴ 医療専門職の確保とチーム医療の推進 

ア 市立病院及び京北病院のそれぞれの役割に応じ，必要な専門知識を有した医療専門職を

確保すること。 
イ 医療専門職間の密接な連携と適切な役割分担により，チーム医療を推進し，かつ，各医

療専門職が最大限の専門性を発揮できるようにすること。 
⑵ 医師 

ア 市立病院 
地域医療連携の考え方に基づき，かかりつけ医等との適切な役割分担の下，高度急性期

医療機関としての役割を果たすことができるよう，専門性の高い医師を確保すること。 
イ 京北病院 

地域包括ケアを適切に提供できるよう，総合的な知識と経験を有する医師を確保するこ

と。 
ウ 他職種との適切な役割分担 

医師事務作業補助者の一層の活用や他の職種との適切な役割分担の推進により，医師の

負担感や疲弊感を緩和し，提供する医療の質を向上させること。 
 ⑶ 看護師 

ア 入院患者の重症度や看護必要度，外来診療における看護師の役割を踏まえ，常に適正な

配置を検証し，必要な看護師数を確保すること。 
イ 看護師の専門性を確保するため，認定看護師の計画的な育成を継続すること。 
ウ 夜間における医療安全を適切に確保するため，引き続き適正な人数の看護師を配置する

こと。 
 

４ 人材育成 
医療に関する専門知識・技術又はより戦略的な病院経営を行う上で必要となる医療経営・医

療事務に係る専門知識及び使命感を持った職員を計画的かつ効率的に育成すること。 
 
 
 
 

意見 
医師の疲弊感を緩和することにより，職員満足度を高めることを通じて，市民満足度

の高い医療サービスを提供することが必要。 
そのためには，他の病院との間での機能役割分担（地域医療連携），医師と他職種の

業務分担（医師事務作業補助職員の活用など）が必要。 

意見 
 顧客からのクレームに細かく対応していくことがコスト削減につながる。 
 現場における品質管理としてのカイゼン活動を重視していくべきである。 
 
 （幹部・管理職による方針管理と現場で実施される品質管理活動などの）トータルク

オリティマネジメントが必要である。 
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４ 人事評価 
・ 職員の意欲及び主体性の向上並びに法人組織の更なる活性化のため，職員の能力，勤務実績

を適正に評価する人事評価システムの導入 
 

５ 職員満足度の向上によるサービスの質の向上 
・   職員のワークライフバランスの確保 
・   職場における安全衛生の確保，人間関係の円滑化による職員の不安や不満の軽減 
・   自治体病院にしかできない医療を提供しているという誇りや京都市の医療行政に対して貢

献できているという実感を持って仕事に取り組むことができる環境の整備による職員の患者

サービスの向上への意欲の向上 
・   職員満足度の客観的な把握・分析・公表による患者満足度向上への貢献 
・   適切な給与制度の構築 

  

 

 

 
６ ボランティアの活用（追加） 
 
 
 

 
 
 
 
５ 人事評価 

職員の意欲及び主体性の向上並びに組織の更なる活性化のため，職員の能力，勤務実績を適

正に評価する人事評価システムの導入を図ること。 
 

６ 職員満足度の向上によるサービスの質の向上 
⑴ 職員のワークライフバランスや職場における安全衛生の確保，職場のコミュニケーション

の活性化，職員の努力や実績が適正に評価される制度の構築などを通じて，すべての職員が

誇りを持って職責を果たすことができる環境を整え，市民サービスの向上につなげること。

⑵ 職員満足度を客観的に把握するため具体的な措置を講じ，患者満足度と併せて分析し，公

表すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
７ ボランティアとの協働や市民モニターの活用 
  市民ボランティアと職員の協働の積極的な推進や，市民モニターの活用を通じて，市民目線

でのサービスの向上に努めること。 
 

第４ 財務内容の改善に関する事項 

 
第５ 財務内容の改善に関する事項 

 
１ 収益的収支の改善 
・   経常収支で単年度黒字基調の堅持 
・   医療の質や患者サービスの向上による病床利用率の向上や適正な診療報酬の確保 
・   適切な未収金対策 
・   性質上不採算とならざるを得ない政策医療の分野について，医業収益をもって充てるこ

とができない経費は，税を財源とする運営費負担金として市民に負担を求めるものであるこ

とを十分認識し，負担の明細を客観的・合理的に説明したうえでの中期計画の策定 
 

１ 収益的収支の改善 
⑴ 法人全体及び各病院単位ともに，経常収支で単年度黒字基調を維持すること。そのため，

収益確保の観点から，病床利用率の向上や適正な診療収入の確保に努めること。また，適切

な未収金対策を行うこと。 
⑵ 費用の効率化の観点から，人件費比率の目標管理，診療材料等の調達コストの縮減など最

大限の効率化を図ること。 
⑶ 性質上不採算とならざるを得ない政策医療の分野において，診療収入をもって充てること

ができない経費は，税を主な財源とする運営費交付金として市民の負担により賄われている

意見 
民間病院の経営手法に学ぶ必要がある。 
中堅職員で民間病院に出向した職員はいないのか。 

意見 
市民，患者の目線から満足度を量ることが大事であると思う。そのためにはまず職員

の満足度を高めることであるが，（独法化といえば）大抵は賃金カットで労組から反対

が出てくる。 
 
 わが病院を守っていく，わが病院意識の醸成が必要である。 

意見 
ボランティアの活用，病院モニター制度による評価，市民評価会議のような取り組み

をしたいと考えている。市民の目線を大事にしたいと思ってやっていきたい。 
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２ 安定した資金収支の実現 
・   短期借入の回避 
・   設立団体からの長期借入金以外の借入の回避 
・   計画的な施設・設備投資，職員採用 

 
３ 経営機能の強化 
・   診療報酬の改定や患者動向を見極め，的確な対応を行うことができるよう，迅速に情報を

収集分析し，対応策を立案し，実行できる組織の構築 
・   部門別のＰＤＣＡサイクルの構築 
・   法人職員一人一人の経営感覚の醸成 
・   職員に対する適切な目的の付与とその達成度の評価 
 
４ 資産の有効活用（追加） 
 
 
 
 

ことを十分認識し，運営交付金を中期計画に適切に計上するとともに，その内訳や考え方を

明らかにすること。 
 

２ 安定した資金収支の実現 
京都市からの長期借入金以外の借入れを行うことなく法人を運営することができるよう，計

画的な設備投資及び職員採用を行うこと。 
 
 
３ 経営機能の強化 
⑴ 診療報酬の改定や患者の動向を見極め，迅速に情報の収集及び分析をしたうえで，対応策

を立案し，的確な対応を行うこと。 
⑵ 職員一人一人が経営感覚を持って担当業務を遂行できるよう，適切な目標の付与とその達

成度の評価を行うこと。 
 
 
４ 資産の有効活用 
  建物や医療機器などへの設備投資を行う際には，目的，稼働目標及び費用対効果を明確にし，

その目的や目標の達成状況を常に検証しつつ，資産を有効に活用すること。また，すべての資

産について遊休化を回避し，有効に活用すること。 
 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

 
第６ その他業務運営に関する重要事項 

 
１ 市立病院整備運営事業の推進（ＰＦＩ手法の活用） 
・   災害・大規模事故に対応できる機能強化や，救命救急室の拡張，手術室の増設による高次

救急医療体制の整備などによる施設機能を十分に活用した医療機能の充実・強化 
・   ＰＦＩ手法導入による民間の経営能力，技術的能力や管理手法の活用 
・   民間病院に比べてコスト高とされる施設整備費，運営費の抑制 
・   特別目的会社（ＳＰＣ）との協働関係の構築 
・   特別目的会社（ＳＰＣ）による委託業務のトータルマネジメントによる法人の医療スタッ

フの医療周辺業務からの解放 
 
 
 
 
 
２ コンプライアンスの確保 
・   関係法令や医療上定めた院内のルールの遵守 

１ 市立病院整備運営事業の推進 
⑴ 救急・災害医療等の政策医療機能，がんや生活習慣病への高度医療機能，地域医療の支援

機能を整備・拡充する市立病院整備運営事業を推進し，更なる医療機能の充実・強化を図る

こと。 
⑵ 民間の経営能力，技術的能力や管理手法を活用することにより，施設整備費，運営費の抑

制を図り，従来手法と比べての経費削減効果を確保すること。 
⑶ 法人から医療周辺業務を受託し，実施する特別目的会社（以下「ＳＰＣ」という。）との適

切な協働関係を構築すること。また，ＳＰＣが各種業務を総合的に管理することにより，医

療専門職を本来業務に専念させ，医療サービスを向上させるとともに，診療報酬の増大につ

なげること。 
⑷ モニタリングは，効率的で実効性のあるものとし，ＳＰＣの業務遂行状況を確実に確認し，

評価すること。 
 

２ コンプライアンスの確保 
⑴ 関係法令や病院内のルールを遵守することはもとより，法令等の目的や趣旨に立ち返り，

意見 
 資産の有効活用についてもっと触れてもいいのではないか。例えば病院の売店とか，

人と組織と物の活用の点で言うと偏っていて，骨子案の文では足りない感がある。 
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・   法令等の目的や趣旨に立ち返った点検と確認，ルール改善 
・   研修の実施等による役職員のコンプライアンス意識の向上 
・   情報公開の徹底の徹底によるコンプライアンスの向上 
・   法人内外からのチェックが機能する仕組の構築 

 
３ わかりやすい情報の提供 
・   市民の理解を深めるための情報発信 
・   情報の正確性の確保 
・   運営上の数値目標や経営指標，医療の質に関する指標などの具体的な数値の公表 
・   情報の重要度に応じた公表方法の工夫 
・   専門用語を簡単な用語に言い換えるなど，わかりやすさに配慮した情報提供 

 
 
 
 
４ 個人情報保護 
・   医療情報は他人に知られると精神的，経済的，社会的に不利益を受けるおそれのある情報

であることへの配慮 
・   職員への管理意識を徹底 
・   電子情報の物理的な管理の厳格化 

  
５ 関係機関との連携 
・   市民の健康危機管理への対応や地域保健の推進に当たる，京都市保健福祉局保健衛生推進

室や保健所，保健センターや救急搬送を担う消防局との連携 
・   京都市の有する医療機関のみでは対応困難な高度な医療の提供や大規模な健康危機事案に

際して適切な役割を果たすことができるよう，大学病院や特定機能病院，国など広域的な医

療を担う医療機関との連携 
・   医療圏域の設定をはじめ都道府県単位の広域的な計画の策定を担う京都府との協力 

 
６ 地球環境に配慮した持続可能な発展への貢献 
・   温室効果ガスの増加に起因するといわれる地球温暖化や有害物質の排出による環境汚染に

よる全世界な影響への配慮 
・   省資源・省エネルギーによる持続可能な発展への貢献 

 

点検と確認を行い，病院内のルールに不備や無駄があれば，速やかに改善すること。 
⑵ そのため，研修の実施等により役職員のコンプライアンスに対する意識を向上させるとと

もに，情報公開の徹底や，法人内外からのチェックが機能する仕組みの構築によりコンプラ

イアンスの確保を図ること。 
 

３ 戦略的な広報とわかりやすい情報の提供 
 ⑴ 医療サービスや法人の運営状況について市民の理解を深められるよう，目的や対象に応じ

た適切な内容や媒体による戦略的な広報を行うこと。 
⑵ 医療の質や経営に関する指標について具体的な数値目標を定め，その実績の経年変化や達

成度，他の類似医療機関との比較等により，正確で分かりやすい情報を提供すること。 
 
 
 
 
 
４ 個人情報の保護 

すべての職員に個人情報を保護することの重要性を認識させ，その管理を徹底させること。

特に，電子カルテなどの電子情報については，大量かつ迅速に処理が可能であり，また，加工，

編集，複製等が容易であるという特徴があり，漏えい等が生じた場合の影響が大きいことから，

厳格な管理を行うこと。 
 

５ 関係機関との連携 
⑴ 医療の提供に当たっては，健康危機事案，地域保健の推進又は救急搬送を担う京都市の各

部局との連携を密にすること。 
⑵ 市立病院，京北病院及び京都市のみでは対応が困難な大規模な健康危機事案や高度な医療

の提供に際して適切な役割を果たすことができるよう，大学病院，広域的な医療を担う医療

機関及び国の機関との連携を図ること。 
 
 

６ 地球環境への配慮及び廃棄物の減量，省資源・省エネルギーの推進 
温室効果ガス及び有害物質の排出抑制，廃棄物の減量，省資源・省エネルギーの推進など，

地球温暖化対策の推進と限りある資源の有効な活用に取り組むことにより，持続可能な社会の

形成に寄与すること。 
 
 
 
 

意見 
 法人としての広報戦略を持つ必要がある。 
市民にわかりやすい中期目標とするため用語集が必要である。 
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用語集 

 
用語集 

 
 

 

 

（中期目標文案確定後作成予定）中期目標の構成要素とはしない。 

 中期目標（案）の公表に合わせて作成，公表する。 

 

 

意見 
 市民にわかりやすい中期目標とするため用語集が必要である。 


